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はじめに 

近年、少子高齢化の進展に伴い、ライフスタイルの多様化や家族形態の変

化により、人々の暮らしを取り巻く環境が大きく変容し、住民相互のつなが

りの希薄化、子どもの貧困、虐待、ひきこもり、８０５０問題など様々な生

活課題が生じています。 

また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大の影響を受けて、

失業や収入の減少による生活困窮者が増大し、地域の行事・活動が延期や中

止に追い込まれるなど新たな社会問題も生じています。 

こうした複雑化・多様化する生活課題や社会問題に対応するには、従来の

高齢者、障害者、児童といった各福祉分野における縦割りの公的支援だけで

は対応が難しく、また、住民相互の支え合い活動だけでも対応することが極

めて難しい状況にあります。 

このような中、本市では、市が「第３次周南市地域福祉計画」を、社会福

祉協議会が「第３次周南市地域福祉活動計画」をそれぞれ策定しておりまし

たが、社会情勢や市民ニーズの変化等を踏まえ、市と社協の連携を強固なも

のとし、より効果的に地域福祉の推進を図るために、第４次計画づくりにあ

たっては、両計画の一体的な策定に取り組むこととし、「第４次周南市地域福

祉計画・周南市地域福祉活動計画」を策定することになりました。これによ

り、福祉サービスの充実と住民相互の支え合い活動が一層推進され、地域福

祉の向上に寄与できるものと確信しています。 

本計画を実現するためには、地域住民の皆様や関係機関・団体等の参画が

必要不可欠であり、「計画の実現＝地域共生社会づくりへの第一歩」と考えま

す。計画の着実な実施に向けて、役職員一丸となって取り組んでまいります

ので、皆様方のより一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、策定委員の皆様をはじめ、 

市民アンケート等を通じて貴重なご意見をいただきました市民の皆様に、 

心からお礼を申し上げます。 

 

令和３年３月 

社会福祉法人 周南市社会福祉協議会   

会長  佐原 昌弘 
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４－（２）支援が届きにくい人への対応 
 必要な人に、必要な福祉サービスや支援が届く環境の整備を目指します。 

 

<市民意識調査より> 

 

 

 

 

<市民意識調査より> 

 

<現状と課題> 

 

 

 

 

<具体的な取り組み> 

〇市の取り組み 

■福祉総合相談窓口であるもやいネットセンターが多機関と連携し、複合的課

題に対応できる相談支援体制を強化します。 

■民生委員・児童委員やもやいネット地区ステーションなどによる、高齢者や

認知症のある人、障害者、子育て家庭、生活困窮者などへの見守り体制を構

築し、支援を必要とする人を地域で発見するとともに、地域課題の解決に向

けた取り組みを推進します。 

■関係機関と連携して地域での見守りや支援に関する研修を検討します。 
■自ら住居を確保することが困難な人に対し、身元保証や住宅提供ができる体

制を整備します。 

■ひきこもり状態にある人が社会参加を果たせるよう、関係機関と連携して自

立相談支援や就労準備支援などを継続的に取り組みます。また、ひきこもり

の実態把握や居場所づくりに努めます。 

■「犯罪をした者等への社会復帰支援の在り方」については、「周南市再犯防止

推進計画」（後述、第５章）に沿って進めます。 

 

 

  

●本当に福祉の手を差し伸ばさなければいけない人を見つけ出すのが大切だ

と思う 

●何らかの理由で罪を犯してしまった人が、再びそのようにならないよう、

市、地域の人達も気付き、手をさしのべる地域活動ができる環境にして欲

しいと思います。 

 

■生活困窮者やひきこもり状態にある人など、支援を必要とする人を、適切

な支援に結びつける体制の強化が必要です。 

■犯罪をした人が、社会の中で更生できる仕組みの強化が必要です。 
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第５章 周南市再犯防止推進計画 
～再犯防止を推進するための取り組み～ 

１ 策定の背景 
 平成２８年１２月に成立、施行された再犯の防止等の推進に関する法律（平

成２８年法律第１０４号。以下、「再犯防止推進法」という。）においては、

再犯の防止等に関する施策を実施する責務が国だけでなく、地方公共団体に

もあること（第４条）が明記されるとともに、県や市に対して、国の再犯防

止推進計画を勘案した地方再犯防止推進計画を策定する努力義務（第８条第

１項）が課せられました。 

犯罪や非行をした人の中には、貧困や疾病、厳しい生育環境等、様々な生

きづらさを抱え、立ち直りに多くの困難を抱える人が少なくありません。 

こうした生きづらさを抱える人たちの課題に対応し、その再犯を防止する

ためには、刑事司法関係機関による取り組みだけではその内容や範囲に限界

があり、社会復帰後、地域社会で孤立させない「息の長い」支援等を、国、

県、市、民間団体等が緊密に連携協力して実施する必要があります。 

とりわけ、地域社会で生活するこれらの人たちに対する支援に当たっては、

福祉、医療、保健などの各種サービスを提供する市の役割も重要となってき

ます。 

 こうしたことから、本市では、国及び県の再犯防止推進計画を踏まえ、犯

罪をした人も社会の一員として迎え入れ、市民が互いに見守り支え合い、年

齢や性別、障害の有無などに関わりなく、誰もが安心していきいきと暮らし

ていける地域共生社会の実現に向け、市が取り組む再犯防止の施策として「周

南市再犯防止推進計画」を、福祉の総合的な計画となる「第４次周南市地域

福祉計画」と併せて策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 
再犯防止推進法第８条第１項にいう地方再犯防止推進計画とします。 

 また、「市町村地域福祉計画の策定ガイドライン」により「地域福祉計画に

盛り込むべき事項」とされた、「保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪を

した者等への社会復帰支援の在り方」に対応した計画とします。 
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